
公社等見直し計画（必要性等の検証）

必要 不要

県事業適当 民間事業適当

外部委託適当 県直営適当

民間委託不可 民間委託可能

【参考データ】
主な出資者（出資割合）
県出身OB
県からの収入割合　等

○主な出資者（基本財産）
　県　　　　   71.9％
　鶴岡市　　　 10.8％
　県漁協　　　　7.2％
　酒田市　　　　4.7％
　遊佐町　　　　3.2％
　町内水連　　　2.2％

○県OB常役職員
　正職員１名

○県からの収入割合
　（H22年度決算）　70.1％
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県民サービスの必要性
水産業の振興を図るために、
資源管理や栽培漁業などを組
み合わせた「つくり育てる漁
業」を推進していく必要があ
る。

存
続

主な視点（ポイント）

水産資源は無主物であり、漁
業の免許・許可により県が管
理していることから、「つく
り育てる漁業」推進のための
最も重要な事業である種苗生
産・供給については、県が主
体となって実施していくこと
が必要である。

○　事務事業が県民福祉の向上につながるか
○　アウトソーシングすることが、目的達成のために
効果的・効率的か
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事業内容

民間においては、良質な種苗
を生産できるだけのノウハウ
を持つ団体がなく、委託は不
可である。

県の事務事業としての
適否
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形
県
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産
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○「県栽培漁業センター」、「サクラマス
古寺ふ化場」の維持管理及び水産種苗の生
産・供給（県委託）
・アワビ、ヒラメ、アユ、サクラマス等

○調査等事業（県委託）
・サクラマス増殖体制整備業務
・栽培漁業モニタリング調査業務

○増殖用水産種苗の生産・供給
・ニジマス、ヤマメ、イワナ

○親魚養成技術、生物餌料量産技術開発、
疾病防除技術などの栽培技術開発

○啓発普及指導事業

良質な種苗を生産するために
は、経験に基づく高度な判断
力や熟練した技術力が必要で
あり、これらのノウハウを持
つ団体への委託が適当であ
る。

県からの委託の適否

民間委託の可否
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